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第一部　港湾関係事業

① スーパー中枢港湾プロジェクトの充実・深化

アジアの主要港を凌ぐコスト・サービス水準の実現を目標に、次世代高規格コンテナターミナルの形成

等、関係者一丸となって先導的な施策を展開し、総合的に効率化を推進しているスーパー中枢港湾プロジ

ェクトの充実・深化を図る。 （名古屋港、神戸港等）

また、コンテナターミナルに出入りする車輌の集中によるゲート前及び周辺道路の混雑等に対応し、迅

速性・利便性・保安性の向上を図るための、出入管理システムの構築を行う。

地方部へ 

延
長
1,
00
0m
以
上
 

ゲートの高規格化 

※複数の民間事業者が 
　共同でコンテナを蔵 
　置・保管する施設 

次世代高規格コンテナターミナルの整備 埠頭公社改革の推進 

共同デポ※ 

24時間フルオープン支援施設 

奥行き500m以上 
水深16m

奥行き500m以上 
水深16m 国内海上輸送ネッ 

トワークの強化 

鉄道積替施設 
荷さばき施設等 

○事業費834億円（対前年度比1.32）、国費524億円（対前年度比1.36）

1 国際競争力の強化『活力』

【次世代高規格コンテナターミナルの形成イメージ】

警備員 

リーダー 

人による本人確認 

・本人確認に時間がかかる 
・埠頭によって必要なカードが 
　異なるケースがある 

・なりすまし防止が不十分 

管理棟管理棟 

現在のイメージ図 現在のイメージ図 

警備員 

紙カード 紙カード 

停滞の発生 渋滞の発生 
 

Ａ施設 

Ａ施設 

Ａ施設 

Ａ施設 Ｂ施設 

Ｂ施設 

本人確認の自動化 

・迅速な入構（効率性） 
　共通カードによる利便性確保 

・出入者確認の徹底（保安性） 

将来のイメージ図 将来のイメージ図 

リーダー 

ICカード 
ICカード 

停滞の解消 渋滞の解消 

全国レベルでの 
情報処理システム 

 

管理棟管理棟 管理棟 

管理棟管理棟 管理棟 

管理棟管理棟 管理棟 

管理棟管理棟 管理棟 

【出入管理システムのイメージ】
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Ⅱ．重点事項

◇コンテナターミナルにおけるゲートの迅速性・利便性・保安性の向上、搬出入の円滑化

・ゲートの高規格化（新規）〔その他施設費〕

・出入管理システムの整備（新規）

◇スーパー中枢港湾における国内海上輸送ネットワークの強化

・大型コンテナ船により国内・国際一貫輸送する社会実験の実施（海事局との連携）〔行政経費〕

・国内海上ネットワーク強化支援施設（新規）（海事局との連携）〔その他施設費〕

◇経済成長戦略推進要望

・スーパー中枢港湾プロジェクトを加速し、またその機能を強化するための港湾機能高度化施設の整

備を推進する。〔公共、その他施設費〕

② 港湾サービスの高度化・活性化

イ）港湾の情報化の推進
物流の効率化とセキュリティ強化に資するため、港湾の情報化の推進を図る。電子情報の授受における

標準項目やフォーマットなどの共通ルール（港湾物流情報プラットフォーム）の構築、プラットフォーム

と連携し空コンテナの位置情報等を活用する流通効率化及び電子タグ等高度なＩＴを活用したセキュリテ

ィ強化策に取り組む。〔行政経費〕

・港湾物流情報プラットフォームの実現に向けた共通ルールのモデル構築（輸出入でモデル完成）

・空コンテナの位置情報等を活用した流通効率化の検討

・電子タグ等を活用したセキュリティ強化策に関する普及支援方策の検討

港湾物流情報プラットフォーム  

電子情報の流れ 

海貨・通関業 ターミナル 船社 陸運 

リードタイム短縮により荷主の競争力を強化 
トレーサビリティ確保等によるセキュリティ強化 
事業者間の情報の共有により、物流コストを低減 

貨物の動き 

電子タグの活用 
・コンテナ情報 
・貨物情報 
・セキュリティ情報　等 

共通のルールの構築 

空コンテナ位置情報の活用 

電子タグの活用 

荷主 

効
　
果 

相互連携 
・活用 

標準フォーマット等により容易に相互接続 

【港湾の情報化の推進】



ロ）港湾運送事業の規制緩和の実施
港湾運送事業の規制緩和については、平成12年に特定港湾（主要9港）※において先行実施され、平成17

年の港湾運送事業法の一部改正（平成18年5月15日施行）により全国の指定港湾（93港）へ拡大された。
港湾運送事業の規制緩和の着実な実施を図るため、港湾運送事業への規制緩和の影響を調査するととも

に、規制緩和後の港湾運送の安定化を図るための調査検討を行う。〔行政経費〕
※千葉港、京浜港、清水港、名古屋港、四日市港、大阪港、神戸港、関門港、博多港

平成17年 
港湾運送事業法の一部改正（平成18年5月15日施行） 

平成12年 
港湾運送事業法の一部改正 

全国一律の規制体系へ 

「規制改革・民間開放推進3か年計画」（平成16年3月19日閣議決定）に基づき、 
事業者間の競争を促進し、事業の効率化や多様なサービスの提供を図る観点から 
「特定港湾（主要9港）以外の港湾における港湾運送事業の規制緩和」を実施 

港湾運送事業の規制緩和を全国の指
定港湾（計93港）に拡大 
・事業参入：免許制→許可制 
　　　　　  （需給調整規制の廃止） 
・運賃・料金：認可制→事前届出制 

特定港湾の港湾運送事業に 
ついて規制緩和を先行実施 

【港湾運送事業の規制緩和】
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第一部　港湾関係事業

③ 港湾におけるロジスティクス機能の強化

イ）東アジア物流の準国内輸送化がもたらす新たな物流体系への対応
経済のグローバル化の進展やアジア地域の急
速な経済発展により、中国を中心とした東アジア
の物流が急激に増加している。距離的に国内物流
と大差ない圏域で行われている東アジア物流に
おいて、迅速かつ低廉な輸送物流体系を構築する
ため、国際ユニットロードターミナルの整備、小口
貨物積替円滑化支援施設の整備を行う。

（北九州港等）
○事業費408億円（対前年度比1.14）
国　費251億円（対前年度比1.17）
◇経済成長戦略推進要望
アジアとのゲートウェイとなる港湾の機能を
強化するための港湾機能高度化施設の整備を推
進する。〔その他施設費〕

数字は、東アジアの各港湾と定期コンテナ航路で結ばれる 
日本の港湾数（スーパー中枢港湾を除く、H18.6時点） 

航　路　数 

2003年 

＋11％ ＋23％ 

794.0便／週 248.3便／週 

内、中国航路 

2005年 877.6便／週 304.4便／週 

■中国航路（コンテナ）の増大 

日本 

基隆18

天津5

青島20

上海30

大連大連17

蔚山17
釜山52

光陽光陽19

寧波17

廈門9

深　9
広州3

香港18
高雄17

台中9

日本 

東アジア 東アジア 

基隆18

天津5

青島20

上海30

大連17

仁川4 蔚山17
釜山52

光陽19

寧波17

廈門9

深　9
広州3

香港18
高雄17

台中9

主要
部素
材な
ど 

主要
部素
材な
ど 

最終
製品
など
 

国際ユニットロードターミナル
物流の迅速性・効率性を向上させるため、貨物をシャ
ーシやコンテナ等にまとめて（ユニット化）、積み卸し
する輸送体系に対応したターミナル

【東アジア物流の準国内輸送化】
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Ⅱ．重点事項

●小口貨物積替円滑化支援施設の整備
東アジア物流の準国内輸送化がもたらす新たな物流体系に対応して、小ロット・多頻度貨物を国際海上

コンテナ・シャーシ等へ円滑に積替えるための小口貨物積替円滑化支援施設（小口積替デポ）を整備し、

高速で円滑な国際・国内一体となった物流の実現を図る。〔その他施設費〕

中国 

韓国 

Ｃ国 

Ｄ国 

東アジア物流の準国内輸送化 

【小口積替デポ】 

海上輸送 

海上輸送 

●小ロット輸送によるコスト増 

背後の産業 

背後の産業 

※在庫を貯めてコンテナに仕立てる。 

混載 

低頻度 

コスト増 

海上輸送 

コンテナターミナル 

コンテナターミナル 
コンテナターミナル 

背後の産業 効果： ①輸送頻度の増大 
 ②輸送コストの低減 

現況と課題 小口積替デポによる新たな物流体系 
●輸送の迅速性が喪失 

解消 

ロ）港湾ロジスティクス・ハブの形成
国際コンテナターミナル背後において、港湾物流高度化基盤施設（流通加工等が可能な荷さばき施設）

等の物流施設が集約した港湾ロジスティクス・ハブを形成し、中間輸送の削減、リードタイムの短縮、輸

送コストの削減を行うことによって、国際競争力の強化及び環境負荷の軽減を図る。

港湾ロジスティクス・ハブ 

大消費地、生産拠点等 

海外の生産拠点等 海外の生産拠点等 

物流施設を整備する民間 
事業者に対する低利融資 

港湾物流高度化基盤施設を整備 
する第3セクターに対する無利 
子貸付 

 

【小口積替デポのイメージ】

【港湾ロジスティクス・ハブのイメージ】




